
平成２０年度第１回鎌ヶ谷市介護保険運営及びサービス推進協議会 
 
１ 日 時   平成２０年５月２９日（木）午後２時～午後４時 
 
２ 場 所   鎌ヶ谷市総合福祉保健センター４階会議室 
 
３ 出席者    
（委 員）   津久井委員  井上委員  三輪委員  岡村委員        

鈴木委員   今村委員  畑委員  神戸委員        

石坂委員    三橋委員 
 
（事務局）高齢者支援課：右京課長 大伯高齢者福祉係長 石渡介護支援係長  

國枝介護保険係長  松丸主査 
 
４傍聴人     2 名 
 
５議題 
（１）審議事項 

①第４期鎌ヶ谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 
   ②地域密着型サービス事業者の指定について 
（２）その他 
 
６ 会議内容 
（１）第４期鎌ヶ谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 
 
 
（事務局）鎌ヶ谷市高齢者保健福祉の現状（説明） 
     アンケート調査（説明） 
     高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の見直しについて（説明） 
 
（委 員）アンケート結果の１８ページの表から高齢者一般の介護保険料の負

担感について、やや負担と負担を合わせると７３．８％と高齢者一

般の介護保険に対する負担感として把握されています。 
また、６８ページではすでにサービス利用されている方の負担感は 
５９．８％一般の方と利用されている方との差が１５％あるがこれ

はどう分析していますか。 



（事務局）こちらは介護保険を実際に利用されている方、ご自分が使っている

実体感というものが要素としてあろうかと思います。また、介護保

険料の負担については要介護５の方も要介護４の方もお答えいただ

いて、むしろ払うより使っているほうが多いのではないかというこ

とがありまして利用料のほうがむしろ負担になっているということ

が考えられます。 
（委 員）データはいろいろな分析によって視点が違うと思うんですけど、私

は利用されている方が６０％弱、ある程度介護保険料の負担をそれ

ほど、５９．８％は負担が重いとは言いますけれどそれなりに財政

的にある程度の余裕がある。一般の７３．８％は食わず嫌いもある

かもしれませんが、もう一方で１割負担はきついのでないかという

ように思っているのでないか。 
これについてどうお考えか。 

（事務局）実際、保険料を納めていただくわけございますけれどもそれは所得

段階で、低所得者への配慮として高額の所得を得られる方により多

く負担していただけないかということで、私どもは７段階を実施し

ています。 
     これは７段階でいいのか、８でも９でもいいのでないか。そういっ

た意味では市民の方たちのシェアリングも考えられる。 
利用料負担につきましては低所得者への配慮というものを引き続き

考えていきたいと思っています。 
（委 員）さらに関連すると思うが同じアンケートの９２ページ、そこにはサ

ービスを利用していない理由として４．７％の方が利用料の負担が

厳しい。 
     介護保険を利用しなくても元気な人はたくさん居られる、そういう

人にサービスを利用しなさいということはないのですけど、本当に

利用したい本当に苦しんでいるけど、ここに書いてある理由でサー

ビスの負担が大きく躊躇されているのならこの辺の配慮をしなけれ

ばいけないと思うがどうでしょうか。 
（事務局）この部分はサービスを利用していない方の回答ですが、ひとつは高

い安いということが個人の感覚意識の問題が考えられるところであ

ります。 
ただ本当に我慢している人、回答せずにいらっしゃる人には具体策

を考えていきたい。 
（委 員）これは大事な問題ですのでしつこく聞きますが、今話題になってい

る同じ医療保険で後期高齢者制度に反対する根拠のひとつも年額１



８万円の年金つまり月に１５，０００円の年金をいただいている方

からも１,０００円近い額を引く、そういう実態の方もいる、他年金

収入以外もある方もいる。最悪の場合そういう低所得の本当に厳し

いところから取っている。テレビである厚労大臣が１割ぐらい払う

のは当たり前だろと言っていた。高所得者における１割と１５００

０円しかもらっていない１０００円とは同じ１０００円でもまった

く違う感覚ではないかと憤りを感じた。生活者のレベルの違い。払

いたくなくて払ってない人もいるという言い方にちょっとカチンと

きた、そういう人もいるだろうけどしかしそうではない本当にまじ

めにやっている人もいる。 
次の質問４６ページ 第３期の鎌ケ谷市の保険料の低所得者対策の

利用されている方の実態を伺いたい。 
 

（事務局）第３期高齢者保健施設政策 利用者の低所得者対策 利用者負担軽

減制度（説明） 
 

（委 員）ここで聞きたかったのは高額介護サービスの利用者数というかその

実態をお聞きしたかった。 
（事務局）利用者数についての資料はありません。 
（委 員）１年度で何人くらい利用されているか。 
     ３つあるなかで何人くらい利用されているか 
     せっかく制度があっても活用されなければ意味がないのでどの位活

用されてますか。 
（事務局）高額介護サービス 1 ヶ月だいたい４００件くらいの申請があがって

きています。 
（委 員）人数ではわかりませんか。 
（事務局）人数ではわからないです。 
（委 員）本当に困っていて本当に病気がきつくて使えないという人が 10 万人

のまあ高齢者はもっと少ないだろうけどいるだろうしそのデータは

そういうこと予測させている。いったいどの位の人がこの制度で生

かされているか当然知らなくちゃいけないと思うんです。 
そういう統計は取っていないのですか。 

（事務局）国保連でのデータですので私どもだけでは取っていません。 
（委 員）ただ、これ予算を相当使っているわけですからまあ取れない理由を

いちいちここで聞くのもあれですけどやっぱりこういうかたちでシ

ステムがあって市民のなかでも取りこんで５％くらいの人に対応し



ていますと市民になんらかのかたちで知らせる。 
（事務局）介護サービスをたくさん使う月は高額介護サービスがきいてくると

いうことになりますので、何人という処理でなく何件という処理を

名寄して鎌ケ谷市のデータを集めることになりますから、時間とお

金をかければ出ますが鎌ヶ谷市のコンピュータではでません。 
（委 員）件数にしても我々がこういう場にいて介護保険の専門の会としてや

っているわけですので、こういう政策にひとつの対策として、こう

いうかたちでやってますよとデータとしてなんらかのかたちではっ

きりさせてほしい。今そろっていなければぜひそろえるようにして

ほしい。 
非常に細かいものでなくても把握している数字を出して下さい。 
それでは他の項目について質問します。 
第３期鎌ケ谷市高齢者福祉計画介護保険計画平成１８年３月、３６

ページ、地域支援システム昨年ですか、あるいはこれからの介護保

険を支える要になるのはなんと言っても地域包括支援センターだと

思うんですね。それで１８年、１９年と蓄積が進んでいるわけでし

て、４２ページの地域包括支援センターを中心としたみまもりネッ

トワークの構築の地域包括支援センターの役割をたいへん重視した

比率が続いているのですが、私もそう思っていますが、これに対す

るやってみたけどこうだったという総括ですか、硬く言えばそのあ

たりを聞かせてください。 
（事務局）アンケートの方で地域包括支援センターの認知度を聞いております。 
     ２５ページをご覧下さい、地域包括支援センターというのは現在の

ところは要支援１、２に限られますので利用としてはあまり利用し

ていない。これは制度が始まってまだ新しいところで、今後伸びて

いくと思いますが、名前がわかりずらいとか愛称をつけたらどうか

とかそういうご意見もいただいています。 
（委 員）地域包括支援センターをつくるときもこの会議でもいろいろの意見

がありまして、数の問題とこれだけ介護報酬が引き下げられてはた

して人数は十分なのかとかたしかここで激論があったという記憶を

している。 
これを見て利用しているのは２％ということでたいへん愕然として

いる。まだ始まったばかりということはあるにしても、これを知っ

ているが利用していないが２０％あるわけですけど、今後これをど

のように認知し、ひろめていくお考えですか。 
（事務局）地域包括支援センターにつきましては介護保険法上の法定のセンタ



ーですので私ども単独でどうこうするというのは限界があります。

ただ、予防というものが重視されるなかで、また在宅介護の大事な

機関になると考えていますので、縮小方向では考えていない。むし

ろ拡大する方向でどのような方策があるか。特に元気な高齢者には

認知度が低いといわれていますので、また要介護の方についても使

う機会が少ないので、かぎられた方のなかでの利用となっておりま

す。今後対象を一般高齢者に広めていくといったことになろうかと

思います。 
（委 員）同じくこの事業計画の３９ペ－ジに図がのっています。 

下の図にある地域包括支援センター運営協議会、実際の機能と今後

どういったところを強化しなければいけないのかそういったところ

どうお考えですか。 
（事務局）こちらにつきましてはこのメンバーに重複する方がいらっしゃる 

そういった協議会のなかでご意見いただいて、つい先だっても来年

度以降どうするか、そういった議論をしました。 
（委 員）ほかの方もありますのでこれ閉めます。 

３６ページに平成１８年から平成２１年にかけて包括支援センター 
の数を増やしてほしい、これを収穫にしていくということを謳って

いるわけです。 
我々も広い意味で一員ですから、あまり人のことばかり言っていら

れないが、先ほどの答弁は官僚的答弁というか具体性に欠ける。も

っと活発化させますかということに対してもっと具体的こうしたい

と言ってほしいと思います。 
今後これを充実させていくことが必要だということを申し上げて 
終わります。 
 
地域包括支援センターの認知度も低いですけど市独自のサービスが

ありますけど、それも認知度が低いままで一向にあがっていないア

ンケート結果からもみえる、やはり具体的に動く必要があると思う。 
アンケート調査を見ますと、どの年代の方でも最終的に自分は在宅

で介護を受けながら終わりたいという方がほとんどだと思うんです。

それなのに特養の数を増やすのは仕方のないことなのかも知れませ

んが、ほとんどの方が望んでいないということがありますので最後

まで在宅で暮らしたいという意向を尊重して在宅のために介護保険

をと思うんですね、ですからそういう方向にいけたらということを

本当に思う。 



アンケート全体を見ますとボランティア活動を将来的にしたいがど

うやったらいいかわからない、地域の発展の場を持ちたいが具体的

にどうやったらいいかわからないという方がたくさんいるというこ

がアンケートでわかってますので、先ほどの介護支援ボランティア

をすることで ボランティアを予防目的にするのはおかしいけれど 

ボランティア活動をすることによって自分自身の介護予防になるの

なら非常にいいことだと思いますので、ぜひ介護支援ボランティア

介護予防になる。検討したらいいかなと思います。 
 
（事務局）介護支援ボランティアということについて 確かに元気な方お時間

が許される方思いのある方こういった方がやられると思いますが、

しかし、在宅で介護者になっていて家を離れられない方、ご自身が

要介護状態でボランティアに対する活動にかなり制約がある方受け

入れ側の体制、つまりあなたにふさわしい仕事はこれですよという

割り当てが用意されれば需要と供給があうという問題、そういった

意味では思いのある方の意志をどのように制度のなかに反映させら

れるか。それからボランティアの多くの方は無償でお願いしていま

す。そういった意味で介護保険という巨大な財源を出しながら有償

を入れることによって他のボランティアにどのような影響を与える

か、こういったところを私どもは懸念して皆様方のご意見を伺いた

い。 
（委 員）特養を増やすということについてはどうですか。 
（事務局）皆様がどういう方を要介護者として想定するかということがござい

ます。例えば在宅で息子さんとお母さんが暮らしている息子さんは

会社に行ってしまう、そうすると残されたお母さんを誰が見るか。

その方が認知症等になって徘徊してしまうとか、あるいは寝たきり

の場合どうするのか。２４時間サービス見守りというのが存在する

のかという問題が想定されます。もうひとつは、お一人暮らしが高

齢者のなかでだんだん増えてまいります。先ほど人口推計で申しあ

げましたように、一人世帯が増えてまいります。そういった方が要

介護状態になったときに、ご自身は暮らしたいかも知れないけれど、

介護の手が十分あるのかそういった問題もあります。ですから施設

に入ったなら入りっぱなしということではなくある程度で出入りと

いうことを想定するなかで、家族介護者がいらっしゃる場合には家

族介護者にもお手伝い願う。そういうような少し流動的しくみはな

いのか、その辺もご意見を伺えれば、施設にするとか在宅にすると



か決めるのでなくある程度行き来というのが可能なシステムはない

のか知恵をいただききたいと思います。 
（委 員）介護保険とは利用する本人のこともありますけど、やはり家族の問

題というのもある。家族のための介護保険でもあるかなと私は考え

ている。 
本人は自宅が良いという、その思いはみなさん同じやっぱり自宅が

良い。 
ところが今、介護度の重い方を自宅で少ない家族のなかでどう支援

していくか、そのときにヘルパーなり従事者が減っているというか

足りない状況があります。 
     ２４時間といっても非常に限られた時間そして朝昼晩といってもサ

ービスの枠を越えてしまうという問題もある。 
家族が疲れてたいへん困っているということもある。施設を減らす

在宅にと現場を見ながら思うんですけど、現実は気持ちはわかるん

ですけど実際その方が安全に安楽に過ごす場合、体制がないのに簡

単に在宅にしろというのは非常に無理なように思えてなりません。

安直にベット数を減らしたり、施設の特養を減らすことは疑問を感

じています。たとえショートでもいいですから利用しながら、うま

く在宅が使えるように、そのためには施設の枠がある程度ないと無

理なことだとを考えています。 
お金がかかることもわかりますが、現実はそういうことではないか

と思います。 
施設を減らす方向でということではなくて市が独自に建てるという

ことでは外部でも例えばお金がなければやり繰りするわけですから

希望者や待機者ががたくさんいる状況をを出来るだけ減らす方向で

考えほしい。 
（委 員）実際問題として、私はこの会がはじまった第１回の時に鎌ケ谷市は

どうあるべきかひとつの方向としてモデル事業を３年やった経験か

ら 実数は３割の方は施設、あとの７割の方は在宅という線でもっ

ていきますかということでずうときましたが、考えてみたら在宅と

施設を分けるのは本来間違いであって施設は在宅のためにある。 
そして施設は在宅の後ろ盾がないと在宅は出来ないということなん

ですね。 
私は自分で経験してそう思っています 
施設のなかでケア施設それから福祉施設、医療型の医療保険である

程度カバー出来る病気をもっている人たちの施設を減らすのはとん



でもないことだ。 
今は子供で救急車が右往左往しているが、あと何年かしたら年寄り

の救急車で右往左往するだろうとそう危惧している。 
だから今日いい話として４割でなくなるらしいよと 
そういったことをどうやって盛り込んでいったらよいか、私も頭が

いっぱいでとにかく今日は自由に話してもらいました。 
 

（２）地域密着型サービス事業者の指定について 
（事務局）地域密着型サービス事業者（認知症対応方通所介護）の指定につい

て（説明） 
（委 員）私はこの件について疑問を持ちまして、平成１８年８月１１日に地

域密着型サービス選考委員会が開催されてそこで評価してよろしい

ことを踏まえた 市長が指定をして建物を建てて事業を始めるにあ

たって、また許可する。 
     非常に厳しい門をくぐってやるんだなと理解したわけで、今日はこ

こにいる方に意見を伺ってそれを踏まえて市長が実際の事業を始め

ることについての許可をだす。 
世の中が厳しい経済状況のなかで民間の事業者が大変な思いをして

やっているわけなんですね。 
     先ほどの問題のあった業者があったことから次期事業計画の中の第

４章に受け入れ先の強化、事業者の指導及び監査体制の強化という

ことが述べられていますが、 
市の方にお金がなくて、民間の業者に自分たちでお金を工面させて

やらせてそれを厳しく監督するというのはいかがなものかと思うん

ですが、いかがでしょうか。事業の中身は厳しく監督しなければい

けないと思うのですけど、否定的な意見は私だけですか。 
（委 員）この申請にあたって書類だけの審査なのか、あるいは施設における

ケアマネジャーとか介護関係の面接は行わないのですか 
     そこまで徹底して市の基準に見合ったという判断のもとに単なる書

類だけの申請なのですか。 
（事務局）書類申請です。 
     その書類のなかにはケアマネジャーさんの資格者証等添付していた 

だいていますので、そこで判断させてもらっています。 
（委 員）平成１８年８月１１日に鎌ケ谷市地域密着型選考委員会１８年８月 

１０日現地調査し、責任者を呼んでいろいろと説明をさせて、それ

ともうひとつは市の職員の何人かの人の点数をつけて市の評価の中



身、良しとしたという経緯があります 面接調査は１８年の年にし

たか、このときも書類だけだったか。 
（事務局）８月１０日に現地調査をして、翌１２日に事業者を呼んで選考委員

会を開きました。東部地区については３事業者の応募があり、その

なかから一番点数の高かった事業予定者を決定したというかたちで

す。 
（委 員）代表者だけ呼んだのですか。私がそういうことについて聞いたのは 
     確かに書類の審査もいいのですけど、地域密着の特に認知症対応型

の共同住宅、この介護を将来的に見た場合やはりマンパワーでない

のか。本当にみなさんが介護よかったなあ。認知症のケアとして結

果としてそういうふうに見られた場合、施設に関係する人たちの面

接があればさらに良い結果の基準判断ができたのでないか。そのあ

たりどうでしょう。      
（事務局）事業者側としても応募し決定しない段階で当然ながら設備、人員配

置についてはクリアしていますが、その段階で行政側が事業者とし

て決まっていないなかでそこまで精査するのは難しい。 
（委 員）選考委員会の人たちはプロだから力量も持っていますから、疑うこ

とはしていません。ただ、そういうことで行政側が出来にくいとい

うことでしたら開設した後、面接できませんか。  
よりよいケアをやってもらいたい気持ちで質問しています。 

     そういうものを出来たらお願いしたいです。 
 
（事務局）地域密着型サービス事業者辞退等について（説明） 
 
（委 員）こういうことが全国で頻発している。医療法人が診療報酬改定等々 

医療福祉を取り巻く状況が経営環境が厳しくなっているということ

が書かれています。 
     マンパワーの確保ということ大事なことだと思いますが、診療報酬

が年々福祉予算の削減が進行して起きていることのひとつなのかと

思います。 
（事務局）介護報酬につきましてはかなり国の政策的な議論なのでいち自治体

としては限界があります。 
（委 員）医療現場で伺っているなかで若い優秀な方が来ても報酬が低く、が

んばっても将来的にこれでめしが食えるという状況じゃない。 
     ここは鎌ケ谷市の管轄ということで市のことと国のことということ

で杓子定規な話をされたが、もう一歩考えて見た時にこの鎌ケ谷市



の福祉として、こういう情報は担当セクションとして様々な情報が

入っていると思います。聞いておりませんか。 
（事務局）聞いてはおりません。 
（委 員）そういう情報が入ってないとすれば、情報を教えてほしいというこ

とをおっしゃっていましたので教えます。 
     私の教え子もそういう志を持って介護の希望を持って就職しながら、

先ほど言った待遇のなかで次々と辞める。 
そういう問題がバックグランドとしてあるということについては福

祉課ですからもっと耳をそばだてて、もう少し考えて把握されてい

ただければいいのでないかと思います。 
市民と接触している立場としてお話をさせていただきました。 

（委 員）先ほど挨拶のなかで、１９８３年の厚生省保険局長の亡国論、次々

と国が出す金を減らしていく政策が今の医療崩壊につながっている。 

いくつか実例がある看護士の７対１の問題とか、医療保険でまかな

いきれないものをコストを落として介護保険でやらせる。 
     介護報酬は話にならないほど低い、だから国内の若い人が介護の方

へ進学するのがどんどん減っている。 
     それから介護現場で半年から１年で勤務している大半が入れ替わっ

てしまういう現象が起きています。 
     それから勤務している介護福祉でも申請したベットもフル稼働しな

いで事業をしている目の当たりにしてまして、ですから私は千葉県

のケアマネジャーの会にちょっとかかわっていますが、そこで地域

包括の現在ケアマネジャーの立場から見た地域包括の評価というも

のは違ったものです。 
 今日はその資料を持って来ていませんので、みなさんにご披露でき

ませんが、目をむくようなデータが出てきています。 
  

（会 長）それでは、他にありますか。  
（事務局）次回の開会予定について国から示されるワークシートが８月配布と

聞いています。そのワークシートに数字を入れていくつかのシュミ

レーションを提示したいと思います。 
 
 
 
 
 



以上、会議の経過を記載し相違のないことを証するため次に署名する。 
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